
一
人
一
万
円
と
そ
の
他
カ
ン
パ
で
な
り
た
っ
て
い
ま
す
。

の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
さ
れ
た
。

提
起
を
行
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
湖
東
（
静
岡
大
教
授
）
事
務
局
長
の
「
納
税
者
の
権
利
と
し
て
税
務

者
の
権
利
“
で
あ
る
。

六
日
行
わ
れ
た
。

昨
年
は
、
阪
神
大
震
災
に
始
ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
た
一
年
で
し
た
。

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
活
動
も
、
平
成
七
年
度
日
税
連
公
開
討
論
会
で
、
東
京
地
方
税
理
士
会
が
担
当
し
た
「
税
務
行
政
手
続
改
革
の
課
題
ー
税
務
行
政
手
続
の
公
正
・
透
明
化
に
向
け

て
ー
」
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
じ
わ
じ
わ
と
知
ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
住
専
に
公
的
資
金
（
税
金
）
を
注
ぎ
込
む
な
ど
、
国
民
の
貴
重
な
税
金
が
湯
水
の
よ
う
に
使
わ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
広
い
意
味
で
、
納
税
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

遅
く
な
り
ま
し
た
が
、

私
達
は
、

「
官
官
接
待
と
納
税
者
の
権
利
」
と
い
う
こ
と
で
、
税
の
使
途
ま
で
踏
み
込
ん
で
納
税
者
の
権
利
を
討
議
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
中
心
と
し
た

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
中
央
情
報
第
五
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

T
C
フ
ォ

ー
ラ
ム
の
目
的
と
す
る
「
納
税
者
の
権
利
憲
章
」
の
制
定
に
む
け
て
、
が
ん
ば
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
暖
か
い
ご
支
援
を
お
願
い

四
谷
駅
前
の
主
婦
会
館
に
て

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
秋
の

、ソ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
九
五
年
十
一
月

京
都
、
滋
賀
、
群
馬
、
宮
城
等
全
国
各
地
か
ら
弁
護
士
、
税
理
士
、
団
体
役
員
等
四
十

三
名
の
参
加
で
開
か
れ
た
、
ソ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、
時
の
話
題
心
目
官
接
待
と
納
税

行
政
と
税
の
使
い
途
に
つ
い
て
、

い
ま
租
税
民
主
主
義
が
問
わ
れ
て
い
る
。
本
日
の
、
ソ
ン

ボ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
を
中
心
に
私
た
ち
は
、
納
税
者
の
権
利
を
獲
得
し
て
い
く
た
め
草
の

根
活
動
を
地
道
に
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
皆
さ
ん
の
討
論

で
有
意
義
に
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
の
挨
拶
で
始
ま
っ
た
。

続
い
て

T
C
フ
ォ

ー
ラ
ム
代
表
委
員
の
一
人
で
あ
る
北
野
弘
久
日
本
大
学
教
授
が
問
題

同
教
授
は
過
去
の
税
金
訴
訟
の
争
点
等
を
簡
潔
に
紹
介
し
つ
つ
今
問
わ
れ
て
い
る
”
官

官
接
待
“
問
題
と
、
税
制
と
税
務
行
政
の
民
主
化
そ
し
て
国
民
主
権
下
の
納
税
者
の
権
利

仙
台
市
で
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
長
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
小
野
寺
信
一
弁
護

士
が
”
官
官
接
待
“
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
活
動
に
つ

い
て
の
実
態
報
告
を
行
な
っ
た
。
次
に

そ
の
発
言
要
旨
を
紹
介
す
る
。

「仙
台
の
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、

二
年
前
の
六
月
二
十
四
日
に
誕
生
し
ま
し
た
が
、

二

十
七
日
に
は
石
井
仙
台
市
長
の
逮
捕
が
あ
り
、
引
き
続
い
て
九
月
に
は
、
本
間
宮
城
県
知

事
の
ゼ
ネ
コ
ン
問
題
に
係
る
逮
捕
が
あ
り
ま
し
た
。
仙
台
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
現
在
百
七

十
人
ほ
ど
（
タ
イ
ア
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
も
加
え
て
）
で
あ
り
、
財
政
基
盤
と
し
て
年
会
費
は
、

実態報告する小野寺信一弁護士

弁
護
士
十
人
、
税
理
士
一
人
、
不
動
産
鑑
定
士
一
人
、
大
学
教
授
一
人
、
歯
科
医
一
人
、

建
築
士
一
人
の
ほ
か
、
官
民
の
各
職
業
団
体
、
組
織
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
い
て
活
動
が
支

官
官
接
待
と
納
税
者
の
権
利

”
T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
か
る
“

い
た
し
ま
す
。

な
か
な
か
ニ
ュ
ー
ス
を
発
行
で
き
ず
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

昨
年
の
秋
に
行
わ
れ
た
‘
ソ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

あ
け
ま
し
て
お
め
、
て
ど
う
｝

ふ‘
＼
 
ヽ

ま
す
。

沿 区 勾 区 砂 い 沿 ぃ 入 れ区入区勾ぃ凶区沿い
汐呟氾呟氾呟汐呟ざ ざ呟ざ呟ざ呟氾呟tJl'j
入侭功心切は初侭功 切心初は切は初侭ゐぃ
汐呟氾呟ざ呟ざ呟汐 ざ呟汐呟氾呟氾呟氾ヤ
入侭入心功侭切点わ 切侭切は功は切点切h
,呟氾呟氾呟氾呟ざ 氾呟汀呟汗呟ざ呟ざF
入心切侭初はア アは広心切応功h
,呟沖呟ざ 寸呟ざ呟ざF

入心切侭 入侭初は切h
9呟氾呟 1呟ざ呟氾呟汐呟こ

f I 

五
TCフォーラムの「 T C」とは

Taxpayer Charter（納税者憲章）

の頭文字を意味しています。

1996年 1月10日発行

第 5 号

電
話

贔

発
行

「
納
税
者
の
権
利
憲
章
」
を
つ
く
る
会

(
T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
事
務
局

東
京
都
新
宿
区
三
栄
町
九

N
I
K
ビ
ル
ニ
階

0
三
（
三
三
五
九
）
七
五
三
〇

事
務
局
一
同



報告する清水勉弁護士

り
ま
す
が
ま
っ
た
く
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
活
動
し
て
い
く
中
で
「
行
政
に
正
面
か
ら
闘
う
組
織
等
を
作
っ
て
、
職
業

人
（
弁
護
士
等
）
と
し
て
の
仕
事
に
影
響
が
あ
る
か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
た
こ
と
も
あ

で
心
呂
官
接
待
“
と
い
う
怪
物
の
足
に
ふ
れ
た
の
で
す
。

開
審
責
会
に
不
服
申
立
を
行
っ
た
り
、
県
の
財
政
課
の

”
官
官
接
待
“
の
問
題
は
宮
城
県
知
事
の

る
大
変
に
大
事
な
、
ソ
ス
テ
ム
と
考
え
て
い
ま
す
。

民
主
主
義
政
治
の
原
点
で
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
ま
す
。

れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、

「
食
糧
費
」
を
吟
味
し
て
い
く
中

個
人
的
色
あ
い
を
出
さ
な
い
よ
う
に
も
留
意
を
し
て
い
ま
す
。

ち
が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
活
動
に
立
ち
上
っ
た
の
は
、
現
在
の
地
方
議
会
、
地
方
自
治
体
が
僅

か
の
日
本
共
産
党
を
除
い
て
は
、
自
民
党
以
下
総
与
党
化
が
進
行
し
、

員
に
死
ん
だ
監
査
委
員
“
と
い
わ
れ
て
お
り
、
住
民
が
納
税
し
た
税
の
無
駄
使
い
が
行
わ

税
を
誰
か
ら
ど
の
よ
う
に
徴
収
し
て
、
誰
の
た
め
に
使
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
ル
ー
ツ
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
慣
習
法
の

中
で
、
賠
償
金
等
を
と
り
た
て
る
中
立
の
第
三
者
を
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
制
度
と
し
て

は
、
北
方
戦
争
(
+
八
世
紀
）
に
敗
れ
て
ト
ル
コ
に
逃
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
カ
ー
ル
十

二
世
が
亡
命
中
に
官
吏
の
職
務
遂
行
を
監
督
さ
せ
る
た
め
に
代
理
人
を
置
き
、
差
配
し
た

の
が
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
十
九
世
紀
初
頭
、
議
会
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
が
誕
生
し
二
十
世
紀
に
は
欧
州
に
広
が
っ
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
性
格
か
ら
政
治
色
を
と
り
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま

す
し
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
担
当
者
は
、
何
年
か
す
れ
ば
、
タ
イ
ア
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
に
戻
り
、

私
た
ち
は
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
石
井
、
本
間
と
ゼ
ネ
コ
ン
絡
み
の
問
題
を
中

心
に
本
格
的
な
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
活
動
に
乗
り
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
悪
を
行
っ
た
個
人
個
人
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
大
事
な

シ
ス
テ
ム

こ
と
は
、
悪
を
発
生
さ
せ
る
機
構
を
問
題
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
変
更
し

な
い
限
り
、
人
の
問
題
は
い
つ
で
も
発
生
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
故
に
オ
ン
プ
ズ

マ
ン
は
、
単
な
る
暴
露
の
弾
が
い
組
織
で
は
な
く
、

草
の
根
民
主
主
義
の
原
点
と
も
い
え

「
食
糧
費
」
を
検
証
す
る
過
程
で
、
情
報
公

一
党
一
派
に
偏
せ
ず
、
政
治
色
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た

一

ー

あ
る
と
認
識
し
た
。

要
性
が
議
論
さ
れ
た
。

平
成
六
年
七
月
に
仙
台
で
第
一
回
の
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
連
絡
会
議
を
発
足
さ
せ
て
以

来
、
私
た
ち
は
、
官
公
庁
に
対
す
る
情
報
公
開
を
迫
る
運
動
も
含
め
て
、

い
ま
色
々
な
活

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
接
待
の
相
手
先
公
開
を
追
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
高
知
県
や

宮
城
県
で
は
、
食
糧
費
等
を
全
廃
し
た
の
に
他
の
都
道
府
県
で
は
、
未
だ
に
”
官
官
接

待
“
必
要
悪
論
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
心
呂
官
接
待
“
問
題
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
全
国
各

地
に
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
作
り
、
国
民
世
論
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
、
大
切
で

す
。
私
た
ち
の
税
金
を
教
育
や
福
祉
な
ど
本
来
、
使
う
べ
き
と
こ
ろ
に
使
え
と
い
う
要
求

と
運
動
に
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
趣
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

そ
し
て

運
動
の
教
訓
と
し
て
、
事
実
を
基
礎
と
し
て
追
求
し
、
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
す

な
わ
ち
各
論
か
ら
出
発
し
、
各
論
に
つ
な
げ
拡
げ
て
い
く
運
動
の
大
切
さ
を
感
じ
た
と
い

わ
れ
た
。
総
論
と
立
前
を
話
し
て
い
て
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
運
動
は
、
行
動
で
き
ま
せ
ん

と
の
話
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者
に
も
何
が
し
か
の
教
訓
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
総

論
で
議
論
す
る
と
立
場
が
分
れ
て
し
ま
う
か
ら
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
発
展
さ
せ
る

た
め
に
は
政
治
的
中
立
性
と
と
も
に
組
織
論
的
に
は
、
保
守
党
な
ど
の
組
織
と
同
じ
く
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
、
友
人
、
知
人
を
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
小
野
寺
弁

護
士
は
最
後
に
「
是
非
｀
ソ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
の
皆
さ
ん
の
お
力
で
全
国
各
地
に
市
民
オ
ン

続
い
て
清
水
勉
弁
護
士
が
”
食
糧
費
情
報
公
開
請
求
事
件
“
に
つ
い
て
、
事
実
経
過
を

”開
か
れ
た
都
政
“
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
情
報
公
開
に
お
け
る
東
京
都
の
対
応
の

さ
ら
に
辻
村
祥
造
税
理
士
よ
り
、
税
務
行
政
の
問
題
に
関
連
し
て
大
蔵
官
僚
の
腐
敗
と

一
定
の
エ

リ
ー
ト
官

僚
に
も
議
員
と
同
様
に
資
産
公
開
を
義
務
づ
け
、
官
僚
制
度
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
納
税
者
の
権
利
問
題
を
広
く
と
ら
え
て
、
こ
う
い
う
問
題
に
も
今
後
、

滋
賀
の
玉
木
昌
美
弁
護
士
は
、
滋
賀
県
犬
上
郡
豊
郷
町
の
町
民
の
税
金
を
使
っ
た
町
幹

部
と
町
議
の

”
公
金
観
光
旅
行
“

の
大
津
地
裁
の
話
を
し
、
こ
の
判
決
後
豊
郷
町
議
選
挙

に
お
い
て
、
議
員
定
数
十
四
人
の
と
こ
ろ
共
産
党
議
員
が
三
人
に
な
る
な
ど
町
民
の
姿
勢

そ
し
て
税
務
行
政
と
納
税
者
の
現
状
な
ど
に
つ
い
て
意
見
が
交
換
さ
れ
た
。

カ
ラ
飲
食
、
カ
ラ
出
張
な
ど
公
金
費
消
や
ゼ
ネ
コ
ン
に
関
わ
る
入
札
制
度
、
薬
害
エ
イ

ズ

(
H
I
V
)
問
題
な
ど
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
問
題
に
関
連
し
て
幅
広
い
意
見
が
提
起
さ
れ
、

情
報
公
開
‘
ソ
ス
テ
ム
の
確
立
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
併
立
の
必
要
性
、
ま
た
地
方
議
会

に
お
け
る
監
査
委
員
の
ス
タ
ッ
フ
に
、
弁
護
士
、
税
理
士
を
含
め
た
民
間
人
を
加
え
る
重

要
性
、
生
活
者
サ
イ
ド
か
ら
国
と
地
方
自
治
体
の
予
算
を
国
民
、
住
民
の
目
で
見
直
す
必

参
加
者
は

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
今
後
の
課
題
と
し
て
心
目
官
接
待
“
を
納
税
者
の
視
点

か
ら
追
求
し
、
併
せ
て
納
税
者
の
権
利
と
は
、
何
か
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
く
必
要
が

様
々
な
”
問
題
提
起
“
が
あ
り
、
休
憩
後
自
由
討
論
で

に
変
化
が
み
ら
れ
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

取
組
ん
で
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
話
さ
れ
た
。

”
官
官
接
待
“
と
税
の
使
い
途
、

も
い
う
べ
き
中
島
（
元
主
税
局
次
長
）
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。

混
乱
ぶ
り
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

述
べ

ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
拡
が
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
」
と
結
ば
れ
た
。

い
う
官
官
接
待
や
カ
ラ
出
張
、
カ
ラ
飲
食
は
、
全
く
許
せ
ま
せ
ん
“

一
般
庶
民
が
汗
水
足
ら
し
て
働
い
た
税
金
で
、

に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

”
タ
ダ
酒
ほ
ど
う
ま
い
も
の
は
な
い
と

”
眠
る
議
会
と
議
動
を
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
地
方
自
治
体
の
東
京
地
方
事
務
所
の
”
官
官
接
待
“
関
係

）
 


